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非住宅建築物の木造化にあたり
地域材を利用するための課題

① 住宅を除くと木造で

設計した経験者が少ない。

設計者

木造住宅 非住宅
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② 木材供給の体制が不十分。



非住宅建築物の木造化にあたり
地域材を利用するための課題

③ 木材供給側 設計者

① 住宅を除くと木造で

設計した経験者が少ない。

② 木材供給の体制が不十分。



木材供給 設計
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施行令第46条 構造耐力上必要な軸組等

構造耐力上主要な部分である壁、柱および
横架材を木造とした建築物にあっては、すべ
ての方向の水平力に対して安全であるように、
各階の張間方向及び桁行き方向に、それぞ
れ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣り
合いよく配置しなければならない。

4 地震や風圧力に対して壁量計算を実施し、
安全性能を確認

建築基準関係法令



二 木造の建築物で3以上の階を有し、又は
延べ面積が500ｍ２、高さが13mもしくは軒の
高さが9mを超えるもの・・



部材が受ける力

部材の強度



(材面の品質）・・・甲種構造材 構造用Ⅱ

１級 ２級 ３級
径比が20％以下である
こと

径比が40％以下である
こと

径比が60％以下である
こと

材縁部
径比が15％以下である
こと

径比が25％以下である
こと

径比が35％以下である
こと

中央部
径比が30％以下である
こと

径比が40％以下である
こと

径比が70％以下である
こと

径比が30％以下である
こと

径比が60％以下である
こと

径比が90％以下である
こと

材縁部
径比が20％以下である
こと

径比が40％以下である
こと

径比が50％以下である
こと

中央部
径比が45％以下である
こと

径比が60％以下である
こと

径比が90％以下である
こと

10％以下であること 20％以下であること 30％以下であること

木口
木口の長辺寸法以下で
あること

木口の長辺寸法の1.5
倍以下であること

木口の長辺寸法の2.0
倍以下であること

材面 ないこと 材長の1/6であること 材長の1/3であること
－

狭い材面

集中節

丸身

貫通割れ

目まわり 木口の短辺寸法の1/2以下であること

区分
基準

狭い材面

広い材面

広い材面

節

目視等級区分構造用製材の規格



目視等級区分構造用製材の規格
平12建告第1452

圧縮 引張 曲げ せん断
一級 21.6 16.2 27.0
二級 20.4 15.6 25.8
三級 18.0 13.8 22.2
一級 21.6 13.2 21.6
二級 20.4 12.6 20.4
三級 18.0 10.8 18.0

1.8

甲種構造用

乙種構造用

区分 等級 基準強度(N/mm2)

すぎ



機械等級区分構造用製材の規格

圧縮 引張 曲げ せん断 めり込み
E 50 19.2 14.4 24.0
E 70 23.4 17.4 29.4
E 90 28.2 21.0 34.8
E110 32.4 24.6 40.8
E130 37.2 27.6 46.2
E150 41.4 31.2 51.6

等級

1.8 6.0

基準強度(N/mm2)

平12建告第1452すぎ



ヤング係数

E130E70





接合部の設計

鋼板挿入Py=C×d×L×F

ボルト
径
ボルト長さ

木材の
支圧強度
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Py=C×d×L×F

W＞2×Py
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木口面

柾目面

板目面
樹皮

RT面

LT面

T
L

R

LR面

接線方向
軸方向（繊維方向）

半径方向

木材の異方性

木口面

柾目面

板目面
樹皮

RT面

LT面
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接合部の設計
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木材供給 設計者



六 針葉樹の構造用製材の日本農林規格（平成3年農林
水産省告示第143号）第4条に規定する目視等級区分製
材の規格又は同告示第5条に規定する機械等級区分製
材の規格のうち、含水率の基準が15％以下（乾燥割れに
より耐力が低下するおそれの少ない構造の接合とした場
合にあっては、20％以下）のもの

七 平成12年建設省告示第1452号第七号の規定に基づ
き、国土交通大臣が基準強度の数値を指定した木材のう
ち、含水率の基準が15％以下（乾燥割れにより耐力が低
下するおそれの少ない構造の接合とした場合にあっては、
20％以下）のもの

S62建告1898 建築基準法に基づく告示
構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する
集成材その他の木材の品質の強度及び耐久性に関する
基準を定める件

一定条件の下で
30％以下

http://law.nijio.net/kokuji/H12-1452.html


時間

変形

時間

含水率





森の恵みの循環活用

森野恵ちゃん

森尾守くん
森才人くん

地球環境保全

物質生産

文化

保健
レクリエーション

快適環境
形成

土砂災害防止
土壌保全

生物多様性
保全

水源かん養

地球環境保全

物質生産

文化

保健
レクリエーション

快適環境
形成

土砂災害防止
土壌保全

生物多様性
保全

水源かん養

cozy_in_woodstock@nifty.com


